
 

国際交流推進事業費補助金のご案内 

 

1. 補助対象団体  

愛知県内を活動の中心としている民間国際交流団体及び国際交流活動に取り 

組んでいる民間非営利団体（実行委員会を含む。） 

  

2. 補助対象事業  

愛知県内で実施される以下のような事業を対象とします。  

・地域住民と外国人との交流事業  

・講演会、シンポジウム、外国文化理解講座などの国際理解推進のための普及 

啓発事業  

・在住外国人に対する支援等、多文化共生社会の実現に資する事業 など  

 

3. 補助対象とならない事業  

・前年度に当補助金の交付を受けた団体または事業（同一団体または同一事業 

は、２年連続の補助を受けることはできません。）  

・愛知県又は愛知県関係団体から補助金等が交付される事業  

（公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献活動基金を含む。）  

・総事業費がおおむね２００万円を超える事業  

・団体の会員等、特定の参加者を対象とした事業  

・営利を目的とした事業 など  

 

4. 募集  

当補助金は年３回（２月、６月、１０月）募集しております。なお、同一団体 

への補助は、同一年度につき１事業のみです。  

 

5. 補助金額  

補助対象経費の２分の１以内で、１０万円を上限とします。ただし、事業の内 

容や全体の申請件数などの事由により、減額あるいは補助できない場合があり 

ます。  

【注意】  

補助対象経費は、総事業費から次の経費等を除いて算出します。  

・海外渡航費用、飲食代、個人の所有物となりうる物品の購入費、団体の運営 

経費、他団体・個人への寄付金等  

・国や愛知県以外の地方公共団体等から交付を受けた補助金等相当額  



 

6. 補助事業内容の変更  

開催日や事業内容又は事業予算を変更しようとするときは、あらかじめ補助金

等変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。 

 

7. 交付  

事業完了後１ヶ月以内に実績報告書を提出していただきます。所定の審査を経 

た後、補助金を交付します。  

なお、事業内容及び補助対象経費が当初の予定から変更になった場合は、補助 

決定額を減額することがあります。  

 

8. 交付決定の取消  

事業を変更又は中止した場合、また次の各号のいずれかに該当すると認められ

る場合には、補助金の全額又は一部を取り消すことがあります。  

（１）補助金を補助を受けた事業以外の用途に使用したとき  

（２）虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき  

（３）実績報告書が提出されなかったとき又は申請の内容と実績の内容が著し  

く異なるとき  

（４）その他、当協会が不適当と認めたとき 

 

9. その他  

・事業を実施する際は、チラシ、看板等に当協会の補助事業である旨を表記し

てください。 

・実績報告書提出後、事業実施状況及び決算状況について調査させていただく

ことがあります。  

 

10. 申込み・問合せ  

（公財）愛知県国際交流協会 交流共生課 交流担当  

〒４６０－０００１名古屋市中区三の丸２－６－１ 愛知県三の丸庁舎内  

電話 ０５２－９６１－７９０４（直通）  

ﾌｧｯｸｽ ０５２－９６１－８０４５ 


